
資料８－１

これまでの「貸し渋り」問題に対する対応

☆＝政府としての対応 ○＝大蔵省としての対応
●＝金融監督庁としての対応 ◇＝業界としての対応

○９．１２．２４……大蔵省、「いわゆる「貸し渋り」への対応について」発表
（早期是正措置の弾力的運用、保有株式の評価方法の変更等の自己
資本比率対策＝10.2.27 措置、政府系金融機関の活用＝対応済、
融資相談窓口の設置要請＝9.12.26要請など）

○９．１２．２６……大蔵省銀行局長から各金融団体代表者宛、融資相談窓口の設置を
要請

☆１０．２．１６……金融システム安定化２法成立（公的資金による資本注入）

○１０．２．２７……大蔵省、「いわゆる「貸し渋り」への対応について」における措
置として、省令（早期是正措置の弾力運用）、告示（自己資本比
率）、通達（保有株式の評価方法の変更等）の改正を実施

☆１０．３．１１……総理→１９行、地銀協会長行、第二地銀協会長行、全信協会長金
庫、農中、政府系９庫に円滑な資金供給を要請

○１０．３．３１……総理の指示により、一般企業、金融機関にヒアリングを行い、結
果を新聞発表
財務局指示－金融課のほか経済調査課を動員
（対象先）
・一般企業 １０００社（大蔵省景気予測調査対象先）
・都市銀行～信用金庫全行庫（５５６機関）
・政府系７庫
通産省にも一般企業に対するヒアリング指示あり。

☆１０．４．２４……総合経済対策「健全な中小・中堅企業等に対する円滑な資金供給
に支障を来さないよう要請する」

○１０．４．２７……蔵相→全銀協会長、信託協会会長、ＩＢＪ頭取の３者に対して、



健全な企業への資金供給を行うという金融機関本来の使命
を充分に発揮していただくよう要請

☆１０．８．２８……「中小企業等貸し渋り対策大綱」閣議決定
（信用保証協会の特別保証制度の創設等信用補完制度の拡充、政府
系金融機関の融資制度の拡充など）

●１０．９．１１……金融監督庁、「金融機関に関する苦情相談窓口の周知等について」
発表

●１０．１０．１……金融監督庁及び中小企業庁「地域融資動向に関する情報交換会」
の開催について都道府県へ通知。

◇１０．１０．１３…全銀協理事会において「中小企業金融安定化特別保証制度」濫用
防止について申し合わせ

☆１０．１０．１６…「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」成立
（公的資金による資本増強、１０月２３日施行）

●１０．１０．２２…都銀１行に対して、債権管理態勢について不適切な内部文書を支
店へ通知していたこと等から、業務改善命令を発出

●１０．１０．２７…主要１９行に対して、本年度下期の貸出計画のヒアリング等を実
施することを発表

☆１０．１１．１６…緊急経済対策閣議決定
（金融機関の業務再構築、中小企業等への信用供与の配慮等を内容
とする基準に基づく資本増強制度の実効ある運用、早期是正措置
の発動基準等の改正による検査監督行政の効果的な運用、日本開
発銀行の融資制度の拡充等による信用収縮対策など）

●１０．１２．１……各金融団関係団体に対して、中小企業金融安定化特別保証制度の
運用にあたり万全を期すよう、傘下金融機関への周知徹底方連絡

●１０．１２．７……地銀、第二地銀に対して、本年度下期の貸出計画のヒアリング等
を実施することを発表

●１０．１２．２２…全銀協会長、地銀協会長、第二地銀協会長、全信協会長、全信組
協会長に対し、「総理と中小企業団体との懇談会」において出さ
れた民間金融機関に対する意見を伝達するとともに、各金融機関



の支店等の現場の融資担当者にまで金融の円滑の趣旨を徹底する
よう伝達。

☆１０．１２．２８…総理→全銀協会長行、地銀協会長行、第二地銀協会長行、全信協
副会長行、全信組協会長行、農中、政府系８庫に円滑な資金供給
等を要請

●１１． １．１４…地銀４行、第二地銀行１行、信金１庫に対して、信用保証協会保
証付融資又は債権管理態勢について不適切な内部文書を支店へ通
知していたこと等から、業務改善命令を発出

●１１． ３． ５…都銀３行、第二地銀行１行、信金３庫に対して、信用保証協会保
証付融資又は債権管理態勢について不適切な内部文書を支店へ通
知していたこと等から、業務改善命令を発出

●１１． ４．２６…金融に関する相談電話等について円滑かつ迅速な処理を行うため
の音声自動応答システムの運用を開始

●１１． ４．２８…都銀１行、地銀４行、第二地銀行２行、信金７庫に対して、信用
保証協会保証付融資又は債権管理態勢について不適切な内部文書
を支店へ通知していたこと等から、業務改善命令を発出













































中小企業への貸出姿勢に対する実態調査推移中小企業への貸出姿勢に対する実態調査推移中小企業への貸出姿勢に対する実態調査推移中小企業への貸出姿勢に対する実態調査推移 平成１１年５月
中小企業庁

調査対象 4,339社 3,855社 4,032社 4,285社 4,344社 4,325社 4,346社 4,345社 3,916社 4,352社 4,345社 4,338社 4,355社 4,347社 4,300社 4,370社 4,313社 4,308社 4,241社 4,294社

調査時点 平成9年 平成9年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成10年 平成11年 平成11年 平成11年 平成11年 平成11年 平成11年

11月中旬 12月中旬 1月中旬 2月中旬 3月中旬 4月中旬 5月中旬 6月中旬 7月中旬 8月中旬 9月中旬 10月中旬 11月中旬 12月中旬 1月中旬 2月中旬 3月中旬 4月中旬 5月中旬 6月中旬

＜民間金融機関のこれまでの貸出姿勢＞＜民間金融機関のこれまでの貸出姿勢＞＜民間金融機関のこれまでの貸出姿勢＞＜民間金融機関のこれまでの貸出姿勢＞ （単位：％）

項　目 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

条件緩和 6.2 4.0 2.7 1.8 1.5 1.6 1.5 1.5 1.1 1.3 1.2 1.3 1.7 2.2 1.9 2.1 1.6 1.7 2.1 1.7

条件不変・ｻｰﾋﾞｽ向上 14.3 11.9 9.8 7.8 7.1 6.5 6.5 6.1 6.3 6.1 5.9 5.8 6.0 5.7 5.3 5.2 5.3 6.0 5.4 5.7

不変 58.8 60.0 61.5 58.6 57.9 58.5 60.0 60.8 62.0 58.9 57.8 56.7 56.6 58.1 59.5 61.5 63.5 63.3 64.1 65.1

条件不変・ｻｰﾋﾞｽ低下 5.6 6.7 7.4 8.4 9.1 9.7 9.3 9.5 8.3 10.7 10.5 10.8 10.2 10.2 10.7 10.4 10.4 9.6 9.9 8.6

条件厳しく 13.9 16.7 17.5 22.1 23.3 22.5 21.5 21.0 21.3 22.0 23.5 24.2 24.1 22.6 21.7 19.6 18.2 17.8 17.2 17.6

小計小計小計小計

19.519.519.519.5

23.423.423.423.4

24.924.924.924.9

3

0.530.530.530.5

32.532.532.532.5

32.232.232.232.2

30.830.830.830.8

30.530.530.530.5

29.629.629.629.6

32.732.732.732.7

34.034.034.034.0

35.035.035.035.0

3

4.334.334.334.3

32.832.832.832.8

32.432.432.432.4

30.030.030.030.0

28.628.628.628.6

27.427.427.427.4

2

7.127.127.127.1

26.226.226.226.2

その他 1.1 0.8 1.1 1.3 1.1 1.2 1.2 1.1 0.9 0.9 1.0 1.3 1.4 1.3 1.0 1.2 1.1 1.6 1.4 1.4

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

※調査機関：商工中金、中小公庫、国民公庫、信用保証協会連合会

＜民間金融機関の今後の貸出姿勢＞＜民間金融機関の今後の貸出姿勢＞＜民間金融機関の今後の貸出姿勢＞＜民間金融機関の今後の貸出姿勢＞ （単位：％）

項　目 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

かなり緩和 1.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.4 0.3 0.4 0.7 0.5 0.4 0.5

やや緩和 7.2 4.9 3.7 2.8 2.2 2.5 2.3 2.5 2.4 1.9 1.9 2.2 2.9 3.1 2.8 2.9 3.0 4.1 3.5 3.8

不変 42.4 41.8 39.9 38.8 36.8 39.0 40.1 41.2 40.5 39.7 38.1 36.7 37.6 39.6 41.2 42.4 43.7 45.7 47.5 46.8

やや厳しく 34.8 36.3 38.7 39.4 40.8 39.4 39.1 37.2 37.8 38.2 39.1 37.4 37.5 37.2 37.2 36.5 35.4 33.0 32.2 32.6

かなり厳しく 10.4 14.1 14.4 15.3 16.5 15.7 15.2 15.2 15.9 16.7 17.2 20.1 18.0 16.6 15.6 14.3 13.4 12.3 12.7 12.7

小計小計小計小計

45.245.245.245.2

50.450.450.450.4

53.153.153.153.1

54.754.754.754.7

57.357.357.357.3

55.155.155.155.1

54.354.354.354.3

52.452.452.452.4

53.753.753.753.7

54.954.954.954.9

56.356.356.356.3

57.557.557.557.5

55.555.555.555.5

53.853.853.853.8

52.852.852.852.8

50.850.850.850.8

48.848.848.848.8

45.345.345.345.3

44.944.944.944.9

4

5.345.345.345.3

わからない 3.5 2.2 2.6 3.0 3.2 3.1 3.0 3.6 3.1 3.3 3.4 3.1 3.3 3.1 2.9 3.5 3.9 4.3 3.8 3.6

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

※調査機関：商工中金、中小公庫、国民公庫、信用保証協会連合会

資料８－５　中小企業への貸出姿勢に対する実態調査推移
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